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前文 

地方分権・地域主権改革の進展に伴い、地方自治体の自己決定・自己責任・自己負担の

範囲が拡大する中で、市民との信頼関係、協働の精神による自主自立のまちづくりが不可

欠になっている。 

平成１７年１月１日、広域かつ全国最多となる１４市町村で合併した上越市は、自治の

一層の推進を図るため、自治の基本理念や市民、市議会、市長の権利・権限及び責務等を

定めた上越市自治基本条例を平成２０年４月１日に施行した。 

さらに、自主自立のまちづくりを進めるため、合併当初、旧町村の区域ごとに導入した

地域自治区・地域協議会及び地域協議会委員の公募公選制を、平成２１年１０月１日には

合併前上越市の区域にも拡大し、市の全域において恒久化することにより、市民の手によ

るまちづくり活動の仕組みを整えた。 

こうした中で、市民が首長及び議員を直接選挙で選ぶという二元代表制の下、議会は、

市民の信託を受けた議事機関として、これまで以上にその責務を果たすことが求められて

いる。 

このため、上越市議会は、地域の人々が築き上げてきた歴史・文化、多様な地域資源な

どの特性を重視し、広域化した市域の課題の把握とそこに暮らす市民の様々な意見の反映

に努め、議員間の自由な議論を展開しながら、政策立案及び政策提言を積極的に行う必要

がある。また、これまで積み重ねてきた議会活性化に関する取組を確かなものにするとと

もに、さらに開かれた議会を目指し、情報公開を率先して行い、説明責任を果たさなけれ

ばならない。 

よって、上越市議会は、市民主権による自治の推進に向け、不断の議会改革を重ねなが

ら、全力で市民の信託に応えていくことを決意し、ここに市議会及び市議会議員の活動原

則等の基本的事項を定め、議会の最高規範として、この条例を制定する。 

 

【趣旨】 

○ 前文は、上越市議会基本条例制定に至った背景や制定に当たっての決意をうたったも

のである。 

【解説】 

○ 上越市議会は、本市における自治の最高規範である上越市自治基本条例（平成２０年

上越市条例第３号。以下「自治基本条例」という。）の下に、議会、議員の基本的な活動

原則や市民及び市長との関係などを定めるとともに、議会の活性化を図るための基本姿

勢を明示し、議会の最高規範としてこの条例を制定するものである。 

○ 前文は、地方分権・地域主権改革の進展や広域かつ全国最多となる１４市町村での合

併、自主自立のまちの実現に向けた自治基本条例の制定、都市内分権を推進する仕組み

である地域自治区の設置など、本条例制定の重要な背景や経緯を伝え、上越市議会らし

さを表現するとともに、不断の議会改革を重ねながら、全力で市民の信託に応え、信頼

される議会とするための決意を表している。 

○ なお、二元代表制とは、地方自治体において、首長と議会議員をともに住民が直接選

挙で選ぶという制度である。これに対して国では、選挙で選ばれた議員で組織する国会

が内閣総理大臣を指名し、その内閣が国会に対して責任を負うという議院内閣制をとっ

ている。二元代表制の特徴は、首長、議会がともに住民を代表するところにあり互いに
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対等の機関として、その地方自治体の運営の基本的な方針を決定（議決）していくこと

にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

第１条 目的 

１ この条例は、市議会（以下「議会」という。）及び市議会議員（以下「議員」という。）

の活動原則等の基本的事項を定めることにより、議会の活性化を図り、もって議会が

市民の信託に応え、市民の福祉の向上及び公正で民主的な市政の発展に寄与すること

を目的とする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、この条例が規定している内容の概要を示し、制定の目的を明らかにするため

に設けたものである。 

【解説】 

○ 市議会（以下「議会」という。）及び市議会議員（以下「議員」という。）の活動に関

する基本的事項等を定めることにより、議会の活性化を図り、不断の議会改革を行って

いくことを第一の目的とし、さらに、議会が市民の信託に応え、市民全体の福祉の向上

と市政の発展に寄与することを最終的な目的として定めたものである。 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊上越市議会基本条例で使用する用語について＊＊＊＊＊＊ 

本条例で用いる用語は、本市における自治の最高規範たる自治基本条例における用語の意

義と同一であり、本市における例規の整備の例に倣い、改めて定義規定を置かなかったもの

である。ただし、自治基本条例と異なる意義となる場合できちんと定義しないと疑義が生じ

るものには該当の条文において定義規定あるいは略称規定を置くこととしたものである。 

－参考－ 

○「市民」とは自治基本条例第２条第２号で定める「市民」をいうものである。 

 具体的には次のとおりである。 

・市の区域内に居住する個人 

・市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

・市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する個人 

・市の区域内に存する学校に在学する個人 

○自治基本条例における「市長等」の定義には職員が含まれないが、議会基本条例では職員

を含めて「市長等」と用いるため、第１１条に略称規定を置くこととしたものである。 
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第２章 議会及び議員の活動原則 

第２条 議会の活動原則 

１ 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

⑴ 公正性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。 

⑵ 議決責任を深く認識し、市の意思決定を行うとともに、市政の課題並びに議案等

の審議及び審査の内容について、市民への説明責任を果たすこと。 

⑶ 市政運営の監視及び評価を行うこと。 

⑷ 政策立案及び政策提言に取り組むこと。 

⑸ 議員発議による条例制定に取り組むなど、立法機能の発揮に努めること。 

⑹ 市民の多様な意見を的確に把握し、市政及び議会運営に反映させること。 

⑺ 議員間の自由闊
かっ

達な議論により、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにす

ること。 

⑻ 議会の役割を追求し、不断の議会改革に努めること。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、自治基本条例に定める議会の責務を全うし、前条に掲げる目的を達成するた

めの議会の基本的な活動原則を定めたものである。 

【解説】 

○ 第１号は、市民と歩む議会として、議会は、公平・公正な議会運営を行うとともに、

その活動状況等を積極的に公開するなど、透明性を確保し、市民に開かれた議会を目指

すことを定めたものである。 

○ 第２号から第５号までは、自治基本条例において議会が果たすべき機能として定めら

れた４つの機能に合わせて定めたものである。 

○ 第２号は、議会は、市民から信託された議事機関として、その議決責任の重さを深く

認識しながら、市の意思決定（条例の制定又は改廃、予算の決定、決算の認定、その他

市政運営の基本的事項の議決など）を行うとともに、市政の課題や議案、意見書、決議、

請願・陳情等の審議内容・結果について、市民に対し、説明責任を果たしていくことを

定めたものである。 

○ なお、第２号の市の意思決定とは、市という地方公共団体としての意思（団体意思）

の決定のことであり、二元代表制の下、議会や市長が市民に代わって団体意思を決定す

るものである。法律で市長の専権事項と定められたものは市長が決定するが、それ以外、

例えば、地方自治法第９６条第１項に掲げられている条例の制定又は改廃、予算の決定、

決算の認定、その他市政運営の基本的事項などは、議会が議決により意思決定を行うも

のである。 

○ 第３号は、議会は、議決を行う前提として、検閲・検査や議会審議などを通じて市長

等の執行機関による市政運営を監視するとともに、事務執行の成果等について評価する

ことを定めたものである。 

○ 第４号は、議会として、委員会や会派、議員個人の活動を通じて、積極的な政策立案

や政策提言に取り組んでいくことを定めたものである。 
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○ 第５号は、議員発議による条例制定に取り組むなど、条例の制定又は改廃をする立法

機能を発揮していくことを定めたものである。 

○ 第６号は、自治基本条例第８条第２項の規定を受けて、議会は、市民との意見交換会

や議会ポストなど、様々な機会を通じて市民の意見を把握・集約し、その意見を市政や

議会運営に反映させることを定めたものである。 

○ 第７号は、議会は、市政の課題について、市民への説明責任を果たすため、議員同士

の自由闊達な議論を尽くすことを重視し、また、その議論の中で中心となった問題点（＝

論点）や問題解決に向けた対応策等、施策の方針について委員間で意見等が分かれた主

要点（＝争点）を市民の前に明らかにすることを定めたものである。論点や争点が市民

に明らかになることにより、市民にも議会の議論が分かりやすくなり、ひいては、より

市民に開かれた議会につながるものと考え、規定したものである。 

○ 第８号は、議会も市民の意見や社会情勢の変化等を踏まえて、常に議会の果たす役割

を検証しながら、継続的な評価と改善を行うよう不断の議会改革に努めることを定めた

ものである。 

 

 

第３条 議員の活動原則 

１ 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

  ⑴ 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、議員間の

自由な議論を重んじること。 

  ⑵ 市政の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させること。 

  ⑶ 市政に関する必要な調査研究を行い、政策立案及び政策提言を行うよう努めるこ

と。 

  ⑷ 議会活動及び市政運営に関する自らの考えについて、市民への説明責任を果たす

こと。 

  ⑸ 市政全体を見据え、市民の福祉の向上を目指し、普遍的な利益のために活動する

こと。 

  ⑹ 高い倫理観を持って誠実にその職務を遂行し、自らの言動等に責任を持つこと。 

  ⑺ 不断の研さんに努め、自己の資質を高めること。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、自治基本条例において定められた議員の責務及び前条で規定した議会の活動

原則を踏まえ、議員としての基本姿勢、議会活動における原則を定めたものである。 

【解説】 

○ 第１号は、議会は、複数の議員が集まり言論によって物事を決める言論の府・合議制

機関であることを認識し、議員同士の自由で活発な議論を展開していくことが重要であ

ることから、これを活動の原則としてうたったものである。 

○ 第２号は、議員は、市民の代表として、市政の課題や市民の様々な意見、要望の把握・

集約に努め、議会活動を通じてその意見を市政に反映させることが重要であることから、
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これを活動の原則としてうたったものである。 

○ 第３号は、議会の政策立案機能を果たすため、議員は、常に市政に関する調査研究を

続ける中で、政策立案や政策提言を行うことを活動の原則としてうたったものである。 

○ 第４号は、自治基本条例第９条第３項の規定に基づき、議員は、議会における活動や

市政運営に関する自身の考えについて、説明責任を果たしていくことを改めて活動の原

則としてうたったものである。 

○ 第５号は、自治基本条例第９条第１項の規定に基づき、議員は、市政全体を見据えて

広い視野で市民の福祉の向上を目指し、普遍的な活動を行うこと、すなわち特定の市民

や地域、あるいは特定の団体や企業に偏らない普遍的な利益を追い求めて活動すべきこ

とを改めて活動の原則としてうたったものである。 

○ 第６号は、自治基本条例第９条第２項の規定に基づき、議員は、高い倫理観やモラル

をもって職務を誠実に行うとともに、自身の言動や行動に責任を持たなければならない

ことを改めて活動の原則としてうたったものである。 

○ 第７号は、自治基本条例第９条第１項の規定に基づき、議員は、常に研修や研究に努

め、資質を高めていくことを改めて活動の原則としてうたったものである。 

 

 

第４条 議長の責務 

１ 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持

し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。 

２ 議長は、緊急かつ重要な案件が発生した場合には、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第１０１条第２項の規定に基づき、市長に対し、速やか

に臨時会の招集を請求しなければならない。 

３ 前項の規定による請求のあった日から２０日以内に市長が臨時会を招集しないとき

は、法第１０１条第５項の規定に基づき、議長は、臨時会を招集しなければならない。 

４ 法第１０１条第３項の規定による請求のあった日から２０日以内に市長が臨時会を

招集しないときは、同条第６項の規定に基づき、議長は、臨時会を招集しなければな

らない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議長の責務について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議長は、議場の秩序保持や議事整理など、大きな権限を有していることか

ら、全議員に対し、中立・公正な立場でその職務を行うとともに、議会の品位を保ち、

民主的、効率的な議会運営を行うことを責務としたものである。 

○ 第２項は、地方自治法第１０１条第２項では、議長は、議会運営委員会の議決を経て、

市長に対し臨時会の招集請求を行うことができると定められていることを受け、緊急か

つ重要な案件が発生した場合には、速やかにその手続を行うことを責務として定めたも

のである。 
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○ 第３項は、地方自治法第１０１条第２項の規定による請求のあった日から２０日以内

に市長が臨時会を招集しないときは、同法第１０１条第５項の規定に基づき、議長が臨

時会を招集することを責務として定めたものである。 

○ 第４項は、地方自治法第１０１条第３項の規定による請求のあった日から２０日以内

に市長が臨時会を招集しないときは、同法第１０１条第６項の規定に基づき、議長が臨

時会を招集することを責務として定めたものである。 

 

 

第５条 会派 

１ 議員は、議会活動を行うため、基本的政策が一致する議員をもって会派を結成する

ことができる。 

２ 会派は、その活動において、政策立案及び政策提言を行うための調査研究を積極的

に行うよう努めなければならない。 

３ 会派は、その活動について、市民に対して説明するよう努めなければならない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、会派の定義、役割について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議員は、基本的な政策の考え方を同じくする議員と会派を結成することが

できることを定めたものである。 

○ 第２項は、会派も自治基本条例において定められた議会の果たすべき４つの機能に資

することが求められるが、特に政策立案機能を向上させることが求められていることか

ら、政策集団として積極的に調査研究を重ね、政策立案や政策提言を行うことを定めた

ものである。 

○ 第３項は、議会・議員の活動原則で市民に対する説明責任を定めたことと同様に、会

派としても市民に対し説明責任を果たすよう努めることを定めたものである。なお、本

項は、本条例を検討するに当たり、できることから一歩一歩確実に議会改革を進めるこ

とを旨としたことを踏まえ、まずは各会派に説明責任を果たすよう促すため、努力義務

としたものである。  

○ 各会派の意見調整の場として会議規則で各派代表者会議が設置されているが、これは

地方自治法第１００条第１２項で「会議規則で定めるところにより」とされていること

から、本条例には、特に各派代表者会議の規定を置かなかったものである。 

 

 

第６条 議会改革の推進 

１ 議会は、自らの改革に取り組むため、必要に応じて議員で構成する検討組織を置く。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会改革の推進に取り組む組織の設置について定めたものである。 
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【解説】 

○ 議会は、時代の変化や市民の求めに応じた役割、運営方法等が求められることから、

現状に満足することなく、自ら改革を行っていく姿勢が必要である。そのため、議会改

革に向けた取組を専門的に検討する組織の設置を定めたものである。 

○ 検討組織の設置については、各議員からの提案、時代の変化、意見交換会や議会ポス

ト等で寄せられた市民意見等を勘案しながら議会が判断するものである。 

○ 常設としなかったのは、対応すべき課題に応じた組織を編成し、実情にあった協議形

態をとることが望ましいとしたためである。 

○ また、市民の声については、市民との意見交換会や議会報告会、あるいは附属機関を

設置する中で聴取することとなるものである。 

 

 

第３章 市民と議会との関係 

第７条 情報の共有及び公開 

１ 議会は、多様な方法を用いて、議会の保有する情報を積極的に提供し、市民との情

報の共有を図らなければならない。 

２ 議会は、議会に関する市民の知る権利を保障するため、別に条例で定めるところに

より、議会が保有する情報を、市民等の求めに応じ、原則として公開しなければなら

ない。 

３ 議会は、すべての会議を原則として公開しなければならない。 

４ 議会は、議案に対する議員の賛否の表明を、市民に公表するよう努めるものとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、より開かれた議会を目指すため、市民との情報の共有、積極的な情報公開を

進めていくことを定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、自治基本条例第１８条第１項の規定を受けて定めたもので、具体的には、

議会だよりやインターネット等を通じて情報を積極的に提供し、市民との情報共有を図

るものである。 

○ 第２項は、自治基本条例第１９条第１項の規定を受けて、議会も情報公開の実施機関

の一つとして市民の知る権利を保障し、上越市情報公開条例（平成８年上越市条例第１

号）の定めるところにより、議会が保有する情報を、市民等の求めに応じて、原則公開

しなければならないことを改めて定めたものである。なお、「市民等」の範囲は、上越市

情報公開条例第５条で次のように定められている。 

・市内に住所を有する個人 

・市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

・市内に存する事務所又は事業所に勤務する個人及び市内に存する学校に在学する個人 

・上記のほか、実施機関が行う事務又は事業に具体的な利害関係を有する個人及び法人
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その他の団体 

○ 第３項は、議会は、透明性の確保等の観点から、秘密会とする場合などを除き、本会

議や常任・特別委員会など、議会が開催する全ての会議を原則として公開とすることを

定めたものである。 

○ 第４項は、議会は、議決に対する説明責任を果たすため、議案等に対する議員個人の

賛否の表明について、議会だより等での公表に努めることを定めたものである。  

○ なお、第４項を努力義務としたのは、議会制度上、無記名投票による採決もあること

から、賛否を公表できない場合があるためである。 

 

 

第８条 市民参画及び協働 

１ 議会は、市民との意見交換の場を多様に設けて、市民参画の機会を保障するととも

に、市民との協働を推進するものとする。 

２ 議会は、市民の意見及び専門的知見を審議等に反映させるため、公聴会制度及び参

考人制度の活用に努めるものとする。 

３ 議会は、請願及び陳情の審議等においては、必要に応じて当該請願者又は陳情者の

意見を聴くものとする。 

４ 議会は、前項の規定にかかわらず、当該請願者又は陳情者が市民の場合で申出があ

るときは、当該請願者又は陳情者の意見を聴く機会を設けるものとする。 

５ 議会は、重要な条例の制定、改正若しくは廃止又は政策等を提案しようとするとき

は、市民の意見を聴くために必要な措置を講ずるものとする。 

６ 議会は、前項の規定により提出された市民の意見に対する議会の考え方及び結果を

公表しなければならない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会への市民参画や意見を反映させる機会について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、自治基本条例第３４条第１項の規定を受けて、議会は、市民の意見を市政

に反映させるため、意見交換や意見聴取の場を設けるなど、市民参画の機会を確保する

とともに、公共的課題を解決するため、市民との協働を推進することを定めたものであ

る。 

○ 第２項は、議会は、市民の意見や学識経験者等の専門的知見を議案の審議等に反映さ

せるため、委員会や本会議において地方自治法に定められている公聴会制度及び参考人

制度の活用に努めることを定めたものである。 

○ 第３項は、市民参画の一環として、請願や陳情の審議等に際し、議会は委員会や本会

議において、必要に応じて、請願や陳情の提出者の意見を聴いた上で、審議等を行うこ

とを定めたものである。 

○ なお、第３項で「必要に応じて」としたのは、まずは受理をした議会側でその内容を

判断させていただくという意味である。これは、請願・陳情には、国に意見書を出して
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ほしいという国政レベルのものや市長の権限が及ぶ市政レベルのものまで内容は多岐に

わたるが、提出された書面（請願・陳情書）からその中身が理解できるものについては、

まずは受理をした議会側でその内容を判断させていただくということである。また、請

願の場合は、紹介議員がつくことになっているので、その内容については、紹介議員が

責任を持って説明することが前提となることから、必ずしも全ての案件で意見を聴く必

要はないものと判断したことによるものである。 

○ 第４項は、請願及び陳情の審議等は第３項を原則としつつ、その例外として、請願及

び陳情は、市民の大切な意見でもあり、一つの政策提言でもあると認識していることか

ら、市民参画の機会の保障として、請願者及び陳情者が市民である場合に限って「請願

及び陳情の意図などを直接議員に説明したい」との申出があれば、原則としてその機会

を設けることとしたものである。 

○ 第４項の規定を市民に限ったのは、議会には全国各地から様々な陳情が寄せられるが、

その全てについて意見を聴くとするのは審査の効率上、現実的に不可能であることから、

自治基本条例の対象である市民に限ることとしたものである。 

○ また、第４項の規定を原則的な義務としたのは、請願者又は陳情者から申出があった

としても、議会日程と陳情者のスケジュールが合わず、かつ、審議等の都合上、議会日

程を変更することが難しい場合もあり得るからである。 

○ 意見を聴くに当たっては、議会は、議員で構成されるものであり、説明員として出席

できるのは、地方自治法第１２１条第１項の規定により執行機関の人に限られることか

ら、具体的には、同法第１１５条の２第２項（同法第１０９条第５項において準用する

場合を含む。）の規定により、常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会又は本会

議において参考人として出席を求めて、意見を聴くこととなるものである。 

○ 第５項は、重要な条例の制定、改正若しくは廃止又は政策等を提案しようとするとき

は、市民説明会やパブリックコメント等を実施するなど、市民の意見を聴くための措置

を講じていくものである。 

○ 第６項は、前項の規定により提出された市民の意見に対する議会の考え方及び結果の

公表を義務として定めたものである。 

 

 

第９条 議会報告会 

１ 議会は、市民に対し、議会で行われた議案等の審議及び審査の内容について報告す

る議会報告会を開催しなければならない。 

２ 議会報告会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会報告会の開催について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、市民への説明責任を果たし、市民との信頼関係を確保するため、議会は、

自らが地域に出向き、直接市民に対し議案等の審査結果等を報告する議会報告会を開催
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することを義務として定めたものである。 

○ 第２項は、議会報告会の開催時期や議員の役割などの詳細については、各派代表者会

議で定めることから、別に定めるとしたものである。 

 

 

第１０条 広報広聴委員会 

１ 議会は、市民との情報の共有を推進するとともに、市民参画の機会の充実を図るた

め、議員で構成する広報広聴委員会を置く。 

２ 広報広聴委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会の広報広聴機能を担当する組織の設置について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議会は、市民との情報の共有の推進と市民参画の機会の充実を図るため、

市民への広報広聴活動を専門的に行う広報広聴委員会を設置することを定めたものであ

る。 

○ 広報広聴委員会の役割は、市民の情報共有のための手段となる議会だよりの編集・発

行、議会ホームページの編集、また、市民の意見を聴くための意見交換会の企画・運営

とその意見交換会で出された意見等の整理を行うことになるものである。 

○ 手紙やＦＡＸ等で寄せられた意見は、議会ポストに寄せられた意見として議会の代表

者である議長が受け付け、対応するものである。 

○ 議会に対する意見等の出し方については、法定の請願や陳情のほか、意見交換会での

発言、議会ポストへの手紙、ＦＡＸ、メール、さらに任意の議員や会派に対する陳情な

どがあるが、それぞれの意見・要望の出し方などについては議会だよりや議会ホームペ

ージで紹介するものである。 

○ なお、広報広聴委員会は、地方自治法第１００条第１２項の規定に基づき、会議規則

で定める協議・調整の場となるものである。 

○ 第２項は、この広報広聴委員会の詳細については、別に定めることとしたものである。 

 

 

第４章 議会と行政との関係 

第１１条 市長等との関係 

１ 議会は、市長その他の執行機関及びその職員（以下「市長等」という。）との緊張関

係を常に保持し、事務の執行の監視及び評価その他の議事機関としての責務を果たし

ていくものとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会と市長等（市長その他の執行機関及びその職員）との基本的な関係につ

いて定めたものである。 
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【解説】 

○ 本条は、議会は、二元代表制の下、市長との立場及び権能の違いを踏まえ、常に緊張

ある関係を保持しながら、事務の執行の監視及び評価など、自治基本条例に定められた

議事機関としての責務を果たしていくことを定めたものである。 

 

 

第１２条 政策等の形成過程の説明要求等 

１ 議会は、市長が提案する政策等について、議会審議における論点を整理し、その審

議を深めるため、市長等に対し、必要な情報を明らかにするよう求めるものとする。 

２ 議会は、市長が議決事件に含まれない重要な政策等を提案するときは、あらかじめ、

議会の意見を聴く機会を設けるよう求めるものとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、市長等に議会審議に必要な情報開示や議決事件に含まれない重要な政策等を

提案するときは議会の意見を聴く機会を求めることについて定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議会は、市長が市政の重要な計画や指針、公共の用に供する施設の整備に

関する計画の策定、変更、廃止等、重要な政策等を提案する場合、議会の果たすべき市

の意思決定機能や市民への説明責任を全うするため、議会審議の論点の明確化などに必

要となる政策や事業等の目的、効果、財源措置等の情報を明らかにするよう求めること

を定めたものである。 

○ 第２項は、議会は、市長が議決事件に含まれない重要な政策等を提案するときは、議

会の意思を尊重させる必要があることから、全員協議会等において、あらかじめ、議会

の意見を聴く機会を設けるよう求めることを定めたものである。 

○ 本条による求めに対して市長等が応じる義務を特段規定していないが、市長は自治基

本条例第１１条及び第１３条第２項などの規定に基づき、原則これに応じることとなる

ものである。 

 

 

第１３条 議決事件 

１ 法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件は、上越市自治基本条例（平

成２０年上越市条例第３号）第１６条に規定する総合計画のうち基本構想及び基本構

想に基づく基本計画の策定又は変更とする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、地方自治法の規定に基づき、議会の議決すべき事件を条例で定めるものであ

る。 

 

【解説】 
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○ 自治基本条例第１６条では、市政運営の総合的な指針として総合計画を定めることを

規定しているが、総合計画のうち市政運営の基礎となる基本構想及び基本構想に基づく

基本計画は議会の議決事件とされていない。そのため、条例で議決事件を定めることが

できるとする地方自治法第９６条第２項の規定を受け、自治基本条例第１６条に規定す

る総合計画のうち基本構想及び基本構想に基づく基本計画の策定や変更を議決事件とす

るため、本条を置いたものである。 

 

 

第１４条 政策立案及び政策提言 

１ 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、市長等に対し積極的に政策立

案及び政策提言を行うものとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、市長等に対し、政策立案や政策提言を行うことを定めたものである。 

【解説】 

○ 自治基本条例で定められた議会の果たすべき機能のうち、政策立案機能がとりわけ重

要であることを踏まえ、議会は、条例や予算等の議案をはじめ、市の施策について、議

会としての対案や修正案の提案、決議、議員の一般質問等の手法により、市長等に対し

政策立案及び政策提言を積極的に行うものである。 

 

 

第５章 議会運営 

第１５条 議会運営 

１ 議会は、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。 

２ 議会は、法第１０３条第１項の規定による議長及び副議長の選挙を行うときは、所

信を表明する機会を設け、その過程を明らかにするものとする。 

３ 議会は、議員間における討議を通じて合意形成を図るよう努めるものとする。 

４ 議会は、市民に分かりやすい言葉、表現を用いた議会運営に努めなければならない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会運営に関する基本原則について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議会運営は民主的な運営を基本とし、加えて効率的な運営を行っていくこ

とを定めたものである。議会運営は公平・公正が大前提であるとともに、効率的な運営

が求められるが、ここでは、効率的な議会運営を求めるあまりに民主的な議会運営が阻

害されてしまう懸念もあることから、議会運営の基本として、あえて「民主的」と「効

率的」を併記したものである。 

○ 第２項は、正副議長の選挙の過程を明らかにするため、所信を表明する機会を設ける

ことをうたったものである。議会における選挙は、議員全員が選挙人であり、かつ、被
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選挙人であるため、制度的に立候補制はとれない。そのような中、上越市議会では、議

会改革の一環として、平成１８年５月から、正副議長になろうとする議員の所信表明を

行ってきた。本項は、これを制度的に保障するために置くこととしたものである。 

○ 第３項は、議会は、言論の府、合議制の機関として、様々な考えを持っている議員同

士が積極的に話し合い、合意形成を図っていくことを原則とすることを定めたものであ

る。 

○ 第４項は、市民に開かれた議会とするため、議会は、難解な表現、専門用語等を多用

せず、会議を傍聴している市民に分かりやすい言葉を使用した議会運営に努めることを

定めたものである。 

 

 

第１６条 委員会 

１ 委員会は、委員間の自由な討議を保障した運営を行うとともに、政策立案及び政策

提言を積極的に行うよう努めなければならない。 

２ 委員会は、その所管する事項の調査及び審査を行った結果、必要と認めるときは、

委員会として、調査にあっては所見を、審査にあっては意見をそれぞれ付すものとす

る。 

３ 委員長は、委員会の議事整理や秩序の保持について、その責務を果たさなければな

らない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、委員会運営に関する基本原則について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、全議員が一堂に会して議論をする本会議に対し、委員会は、その専門性と

特性をいかして、詳細な議論を尽くす場所であることから、委員同士の自由な討議を保

障し、その審査を通じて市長等に積極的な政策立案や政策提言を行うことを定めたもの

である。 

○ 第２項は、委員会は、それぞれの委員会が担当する分野の調査又は付託議案等の審査

を行った結果、委員会としての所見や意見を付す必要があると認めた場合は、積極的に

行っていくことを定めたものである。 

○ 第３項は、委員長は、委員会において、中立・公正な立場で、審査が円滑かつ能率的

に進行するよう、その責務を果たさなければならないことを定めたものである。 

 

 

第１７条 会議における質疑応答 

１ 議会審議における質疑応答等は、次に掲げるとおりとする。 

  ⑴ 会議における議員と市長等の質疑応答は、論点及び争点を明確にするため、一問

一答方式を原則とする。 

  ⑵ 議長から本会議及び委員会に出席を要請された市長等は、議員の質問、政策提言

に関し、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。 
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【趣旨】 

○ 本条は、議会審議における議員と市長等との質疑応答について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１号は、論点や争点を明確にするため、議員と市長等との質疑応答は、一問一答方

式を原則とすることを定めたものである。 

○ 第２号は、議会と執行機関の活発な議論を図るため、本会議又は委員会に出席した市

長等は、議員の質問、政策提言に関し、議長又は委員長の許可を得て、反問としてその

趣旨の確認や逆質問をすることができることを定めたものである。なお、反問の具体的

な運用については、議会運営委員会で定めるものである。 

 

 

第１８条 政策等の形成 

１ 議会は、市民の意見及び議員等の政策提言について、議会としての対応方針を協議

するため、課題調整会議を置く。 

２ 議会は、前項の協議に基づき、共通認識及び政策等の形成を図るため、調査検討を

行う必要があると認めるときは、政策形成会議を置くことができる。 

３ 課題調整会議及び政策形成会議に関し必要な事項は、別に定める。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会として合意形成を図り、政策等の形成・立案に向けた取組について定め

たものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議会は、広報広聴委員会が市民との意見交換会で聴取した意見や議員・会

派及び各委員会から提出された政策提言について、議会としてどのような対応をすべき

か協議する課題調整会議を常設の組織として設置することを定めたものである。 

○ 第２項は、政策形成会議の設置を定めたものである。政策形成会議の設置の基本的な

事項は議長が規程で定めるが、具体的な設置は、課題調整会議で協議した結果、議会と

して具体的な政策等の形成・立案を図る必要があると認めたときに、その案件に応じて、

その都度、議長が各派代表者会議の承認を得て行い、その構成員は、会派等から選出さ

れた議員を予定しているものである。 

○ 第３項は、この課題調整会議及び政策形成会議の役割や構成等の詳細については、別

に定めることを規定したものであり、具体的には議長が規程で定めるものである。 

○ なお、課題調整会議及び政策形成会議は、地方自治法第１００条第１２項の規定に基

づき、会議規則で定める協議・調整の場となるものである。 
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第６章 政務活動費 

第１９条 政務活動費 

１ 政務活動費の交付を受けた会派及び議員は、別に条例の定めるところにより、適正

に使用しなければならない。 

２ 会派及び議員は、政務活動費の使途の透明性を確保し、市民に対し説明責任を果た

すため、収支報告書及び領収書等を公表しなければならない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、政務活動費の使用や使途の透明性確保について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、政務活動費の適正な使用について定めたものであり、条例とは上越市議会

政務活動費の交付に関する条例（平成１３年上越市条例第２号）のことである。 

○ 会派及び議員は、本項の規定に基づき、政務活動費を有効に活用し、積極的に調査研

究、その他の活動を行うなど、条例及び条例に基づく規則、さらには各派代表者会議で

確認された基準を遵守し、適正に使用するものである。 

○ 第２項は、政務活動費が公費で賄われていることに鑑み、その適正な使用について市

民への説明責任を果たす必要があることから、収支報告書等の公表を義務付けたもので

ある。具体的には、会派及び議員は、収支報告書、視察等の調査報告書、領収書等の写

しを市政情報コーナーで公表するなどで、その使途についての透明性を確保するもので

ある。 

 

 

第７章 議会の機能強化 

第２０条 議会の研修 

１ 議会は、議会及び議員の政策立案及び政策提言の能力を高めるため、研修を実施し

なければならない。 

２ 議会は、前項の研修の実施に当たっては、広く各分野の専門家、市民等との研修会

を行うようにするものとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会がその能力の向上のために行う研修について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議会としての政策立案及び政策提言の能力の向上、そして議員としての能

力の向上を図るため、研修を実施することを定めたものである。 

○ 第２項は、議会は、多岐にわたる政策課題に対応するため、各分野の専門家や市民な

どを招き、専門家の知識や市民の知見を取り入れた研修会を実施することを定めたもの

である。なお、この議会が実施する研修会には、市民等の参加も可能とするものである。 
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第２１条 附属機関の設置 

１ 議会は、議会活動に関する審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、

別に条例で定めるところにより、附属機関を置くことができる。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会における附属機関の設置の根拠を定めたものである。 

【解説】 

○ 本条は、市民参画の具体的な方策として、また、より高度な専門的知見を議会運営や

審議に活用するため、議会に附属機関を置くことができるようにするために設けたもの

である。 

○ 国の解釈では、「議会は住民の代表である議員により構成される合議制の議事機関とし

て、自らが多様な意思を反映させて意思決定を行う機関であり、その性格上附属機関の

設置はなじまない。」とされている。また、第２８次地方制度調査会では、市議会議長会

等からの附属機関設置についての要望に対し、前述の考え方を踏まえ、議会における審

議機能の充実が重要であるとの答申があった。これを受け、平成１８年の地方自治法の

改正で、議案の審査等に係る専門的事項について学識経験者等に調査・報告をさせるこ

とができるようになったものである。これらのことを踏まえた上で、地方自治法には明

文の禁止規定がないことを受けて、自治基本条例に基づく自主的な法令解釈として議会

に附属機関を置くことができることを本条に明記したものである。 

○ 本条の規定に基づき設置される附属機関には、自治基本条例第２１条の規定が適用さ

れることとなり、その構成員には原則として公募の市民も含まれることとなるものであ

る。議員は市民の代表者であるという前提からすると、公募の市民が含まれることにつ

いて疑問視する考えも出てくるが、その時々の市民の意見をより広く反映させることに

つながるものとして原則として公募の市民も構成員とするものである。 

○ 執行機関に置かれる附属機関の構成員は、非常勤の特別職の公務員に位置付けられ、

地方自治法第２０３条の２の規定に基づき、報酬の支給が義務付けられるが、本条に基

づき置かれる附属機関の構成員に対する報酬の支払については、法令解釈上の疑義があ

ることから、住民監査請求から訴訟になった場合の対応も考えて、報償費で謝礼を支払

うことを想定しているものである。 

 

 

第２２条 交流及び連携の推進 

１ 議会は、政策等の形成及び広域的な課題の解決に資するため、他の自治体の議会と

積極的な交流及び連携を図るものとする｡ 

 

【趣旨】 

○ 本条は、他の自治体の議会との交流及び連携について定めたものである。 

【解説】 

○ 本条は、議会は、先進的な政策や広域化する行政課題の解決のため、国内外の自治体
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議会との共通認識を図り、互いに交流、連携を推進する必要があることから設けたもの

である。 

 

 

第２３条 議会事務局の体制整備 

１ 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、

議会事務局の機能の強化を図るものとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会活動を補助する、議会事務局の体制整備について定めたものである。 

【解説】 

○ 本条は、議会の政策立案能力の向上や議会活動を円滑かつ効率的に進めるためには、

その活動を補助する議会事務局の調査・政策法務機能の充実を図り、体制を強化するこ

とが必要となることから設けたものである。 

 

 

第２４条 議会図書室 

１ 議会は、議員の調査研修に資するため、議会図書室の図書等の充実に努め、その有

効活用を図るものとする。 

２ 議会図書室は、誰でも利用することができるものとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、地方自治法の規定により議会に置く図書室の活用について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議会図書室の図書等（図書資料等）の充実により、議員の調査研修に資す

ることで、議員の政策形成及び政策立案能力の向上を図るために設けたものである。 

○ 第２項は、議会図書室は地方自治法第１００条第２０項の規定により一般の利用に供

することができると定められているが、市民に開かれた議会とするために、誰でも利用

できることを明らかにしたものである。 

 

 

第２５条 予算の確保 

１ 議会は、議会の機能を保持し、円滑な議会運営を行うため、予算の確保に努めるも

のとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議会関係の予算の確保について定めたものである。 

【解説】 

○ 本条は、不要不急な経費の予算を要求するための根拠ではなく、議会基本条例の規定
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を実行するに当たり、その実施に必要な経費、例えば意見交換会の経費や附属機関を置

いた場合の委員の謝礼や旅費などの経費も確保するなど、市民から選挙で選ばれた議員

から成る二元代表制の一翼を担う機関として、開かれた議会としての活動に必要な予算

を確保していくという姿勢を表したものである。 

○ 予算審議において修正案を可決することで予算を確保することも可能であるが、可能

な限り、予算要求段階で十分な調整を行い必要な予算を確保することが妥当と考えてい

る。 

○ 予算の提案及び執行は、市長の権限であることから、市長に予算の確保を義務付ける

ことも考えられたが、ここでは、議会活動に必要な予算を確保し、議会の機能を高めよ

うとする議会の姿勢を示すため、主語を「議会」としたものである。 

 

 

第８章 政治倫理並びに議員の身分及び待遇 

第２６条 政治倫理 

１ 議員は、市民の代表として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、

良心と責任感を持ってその責務を果たすとともに、品位の保持に努めなければならな

い。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議員としての倫理観と姿勢について定めたものである。 

【解説】 

○ 議員の倫理については、自治基本条例第９条や本条例第３条の議員の活動原則にも定

めがあるが、議員は、市民の代表として高い倫理観が求められることから、改めて本条

を置いたものである。 

○ 本条は、議員は、まず第一に市民の代表として高い倫理的義務があることを常に自覚

した上で、良心と責任感を持ってその責務を果たすとともに、市民の代表としての品位

を保つよう努めなければならないことを定めたものである。 

 

 

第２７条 議員定数 

１ 議員の定数は、別に条例で定める。 

２ 議員の定数の改正に当たって、委員会又は議員が提案する場合は、本市の財政状況、

類似都市との比較、市政の現状と課題及び将来予測などを総合的に勘案するとともに、

市民の意見を十分に考慮した上で、提案しなければならない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議員の定数について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議員の定数については、条例で別に定めることを明らかにしたものであり、
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具体的には、上越市議会議員定数条例がこれに当たるものである。 

○ 第２項は、議員定数の改正について、地方自治法第１０９条第６項又は第１１２条第

１項の規定に基づき、委員会又は議員が提案する場合は、人口、面積、本市の財政状況、

類似都市との比較、市政の現状と課題及び将来予測などを総合的に勘案するとともに、

市民説明会の開催などにより市民の意見を十分考慮した上で、提案することを定めたも

のである。 

 

 

第２８条 議員報酬 

１ 議員の報酬は、別に条例で定める。 

２ 議員の報酬の改正に当たって、委員会又は議員が提案する場合は、社会経済情勢や

本市の財政状況、類似都市との比較、市政の現状と課題及び将来予測などを総合的に

勘案するとともに、公募市民を含む第三者機関による客観的な評価等を参考にし、市

民の意見を十分に考慮した上で、提案しなければならない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、議員の報酬について定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、議員の報酬については、条例で別に定めることを明らかにしたものであり、

具体的には、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例がこれに当たるもので

ある。 

○ 第２項は、議員報酬の改正について、地方自治法第１０９条第６項又は第１１２条第

１項の規定に基づき、委員会又は議員が提案する場合は、社会経済情勢や本市の財政状

況、類似都市との比較、市政の現状と課題及び将来予測などを総合的に勘案するととも

に、公募市民を含む第三者機関による客観的な評価等を参考にし、市民の意見を十分考

慮した上で、提案することを定めたものである。第三者機関とは、具体的には、上越市

特別職報酬等審議会条例で定める上越市特別職報酬等審議会がこれに当たるものである。 

 

 

第９章 最高規範性 

第２９条 最高規範性  

１ この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等の制定、

改廃並びに解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合

を図らなければならない。 

２ 議会は、議会に関する法令の解釈及び運用に当たっては、この条例との整合を図ら

なければならない。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、本条例が上越市議会における最高規範であることを明らかにするために設け
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たものである。 

【解説】 

○ 第１項は、本条例が議会における最高規範であることを明らかにするとともに、議会

に関する他の条例・規則等の制定や改廃、その解釈及び運用に当たっては、議会におけ

る最高規範であるこの条例との整合を図らなければならないことを定めたものである。 

○ なお、法形式的には、本条例と他の条例との間に効力の優劣をつけることはできない

が、本条例の制定目的と規定内容から、本条例は、議会における最高規範性を有してい

るものと考えるものである。 

○ 第２項は、自治基本条例における法令の解釈及び運用と同様に、議会は、許容される

範囲内で、議会に関する法令の自主的な解釈と運用を行うことを定めたものである。 

 

 

第１０章 見直し等 

第３０条 見直し等 

１ 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証するものとする。 

２ 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要に

応じてこの条例の改正その他の必要な措置を講ずるものとする。 

３ 議会は、前項の見直しに当たっては、市民の意見を聴くために必要な措置を講ずる

ものとする。 

 

【趣旨】 

○ 本条は、条例の定期的な検証及び随時の見直しについて定めたものである。 

【解説】 

○ 第１項は、定期的な検証を定めるものであり、具体的には、議会は、条例の目的が達

成されているかどうか、各派代表者会議等において、４年を目途に自主的な検証を行っ

ていくことを想定するものである。 

○ 第２項は、随時の見直しを定めるものであり、議会は、市民の意見や社会情勢の変化、

前項の規定による検証の結果などを十分考慮し、各派代表者会議等において、この条例

を必要に応じて見直して、条例の改正などの措置を講じていくものである。 

○ 第３項は、前項の見直しを行うに当たっては、議会内部で見直し作業を行い、その見

直し案をもって市民の意見を聴いて改正案をまとめていくなど、市民の意見を聴くため

の措置を講じていくものである。 
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附則 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第４１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第６９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第

１条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第３条中上越市議会

基本条例第４条に２項を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

（施行の日＝平成２５年３月１日） 

（上越市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正に伴う適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の上越市議会政務活動費の交付に関する条例の規定及び

第３条の規定による改正後の上越市議会基本条例（以下「新条例」という。）の規定（新

条例第４条第３項及び同条第４項の規定を除く。）は、この条例の施行の日以後に交付

される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお

従前の例による。 

附 則（平成２５年条例第４２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

【趣旨】 

○ 附則は、本条例の施行期日を定めたものである。 

【解説】 

○ 本条例は、平成２２年１１月１日に公布され、同日から施行したものである。 

 

附 則（平成２４年条例第４１号） 

【趣旨】 

○ 本附則は、上越市議会基本条例の一部を改正する条例（平成２４年上越市条例第４１

号）の施行期日を定めたものである。 

【解説】 

○ 本改正は、地方自治法の一部改正に伴い、総合計画のうち基本構想について、議会の

議決を経て定めることを義務付ける規定が削除されたことから、引き続き基本構想及び

基本構想に基づく基本計画を議会の議決事件とするため、第１３条（議決事件）に基本

構想を加えたものである。 

○ 本改正条例は、平成２４年９月２８日に公布され、同日から施行したものである。 

 

附 則（平成２４年条例第６９号） 

【趣旨】 

○ 本附則は、上越市議会政務調査費の交付に関する条例等の一部を改正する条例（平成
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２４年上越市条例第６９号）の施行期日及び改正に伴う適用区分を定めたものである。 

【解説】 

○ 本改正は、地方自治法の一部改正に伴い「政務調査費」を「政務活動費」に改めたほ

か、議長等の臨時会の招集請求に対して市長が招集しないときの議長の臨時会招集義務

（第４条）を規定したものである。 

○ 本改正条例は、平成２４年１２月１９日に公布され、地方自治法の一部を改正する法

律（平成２４年法律第７２号）附則第１条ただし書に規定する規定の施行の日（＝平成

２５年３月１日）から施行したものである。ただし、第４条に２項を加える改正規定は、

公布の日（＝平成２４年１２月１９日）から施行したものである。 

 

附 則（平成２５年条例第４２号） 

【趣旨】 

○ 本附則は、上越市議会基本条例の一部を改正する条例（平成２５年上越市条例第４２

号）の施行期日を定めたものである。 

【解説】 

○ 本改正は、議会基本条例検証委員会における検証結果を受け、議会が重要な条例の制

定等又は政策等を提案しようとするときは市民の意見を聴くために必要な措置を講ずる

こと（第８条）、市長が議決事件に含まれない重要な政策等を提案するときは議会の意見

を聴く機会を設けるよう求めること（第１２条）、議員定数及び議員報酬の改正を提案す

る場合は市民の意見を十分に考慮しなければならないこと（第２７条、第２８条）等の

規定を加えるなどしたものである。 

○ 本改正条例は、平成２５年６月２０日に公布され、同日から施行したものである。 

 


